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イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ ー の 経 済 学

池 上 惇

1は じめ に一 インフラス トラクチ ャー研究の現段階

インフラス トラクチャーの経済理論は,社 会資本や社会的間接資本あるいは

社会的共通資本の理論と,そ の財政分野へ応用 とともに,現 代経済学の基本的

問題のひとつである。この分野の研究が発展したのは,一 つには,第2次 大戦

後における体制間の対立や両体制内における国家間の国際経済関係の緊密化に

よって,先 進国相互の援助や協力の関係が発展 し,ま た,発 展途L国 や国内の

低開発地域の開発戦略において,国 際的な援助計画が策定されたことに由来す

る。1958年 に公刊されたA.0.八 一 シュマ ンの 「経済発展の戦略」は,そ の

代表的なものであった。彼は直接的生産資.本と社会的間接資本を概念上,明 確

に区別し,開 発政策における後者の戦略的重要性 を強調す るとともに,社 会的

間接資本の定義を明確に提起 した。それは交通とエネルギー供給 システムを中

心 とし法制度から学校,病 院に及ぶ広範囲なものであった(A,0.Hirshman,

TheStrategyofEconomicDevelopment,1958),1960年 代に入る と先進工業

諸国においても経済成長理論を背景に,相 次いで経済成長政策が策定され,G

NYに 占める公共投資の比重が高ま り,こ こで も社会的間接資本は経済成長の

戦略的意味をもつものとして決定的な位置付けを与えられた。日本においては

いわゆる下村理論の基礎理論 として社会資本概念が位置付けられ私企業の投資

に基盤を提供 し,私 企業の営業活動に外部から経済性を与えて成長を促進する

という重要な機能を期待された。.同時に公共投資の拡大過程は財政投融資の原

資であった郵便貯金など国民の零細資金を動員 して,大 規模な土地収用を行な
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い,海 面 を埋 立 て て,地 価 の 高騰 と,産 業 基 盤 本 位 の 乱 開 発 や 環 境破 壊 を伴 っ

た ので,社 会資 本論 の批 判 的検 討 と経 済 学 的 な範 疇 と して 社 会 資 本 を把 握 し直

そ う とす る試 み が住 民 や 福 祉 本 位 の地 域 づ く り政 策 の 策 定 との 関 連 を もっ て意

欲 的 に取 り組 まれ る こ と とな った 。 これ らの 研 究 に 共 通 の 基 盤 を提 供 した の は

K.マ ル ク ス の資 本 論 や 経 済 学批 判 草稿 に含 まれ て い た,「 個 別 の資 本 活動 の共

通 の基 盤 とな る社 会 的 な労 働 手 段 」 例 えば,工 場用 地 と して の土 地 や 交通 手 段

な どの労 働 手 段 や 生 産 手 段 と,都 市 生 活 の 共 通 の 基盤 で あ る,住 宅,街 路,上

下 水 道 な どの共 同 的消 費 手段 で あ って,資 本 主 義 の 発展 は個 別資.本の 生産 基 盤

の整 備 を優 先 して 共 同 的消 費手 段 を節 約 し,そ れ に よ って住 民 生 活 の 貧 困 化 を

もた らす,と い う認 識 で あ る、,宮本 憲 一 「社 会 資 本 論 」 は この 方 向 に お け る研

究 の最 高 の到 達 点 を示 す もの で あ った(宮 本 憲 一 「社 会 資 本 論 」 有 斐 閣,1967

年 初 版)。 私 自身 も社 会 的労 働 手段 概 念 の確 立 や,社 会 的 間 接 資 本 の土 地 へ の

固定 性,経 営 形 態 の 多様 性,金 融 資 本 の蓄 積 様 式 との 関 係 な どに つ い て は研 究

を進 め て い た が(例 え ば 「社 会 的 労 働 手 段 と公 共 投 資 」 「経 済 論 叢』90-6,

ユ962年12月,「 社 会 的 間接 資 本 の 財 政 論 」林 ・島編 『財 政 学 講 座 』4,右 斐 閣,

1965年,「 社 会 資 本 と資 本 蓄 積 」 『経 済 論 叢 』109-4・5・6,1972年6月,こ れ

ら は池 上 『現 代 資 本 主 義 財 政 論 』 有 斐 閣,1974Tに 収 め られ て い る),こ の う

ち土 地 へ の 固定 性 の 問題 は,マ ル ク スの1鉄 道,運 河,道 路,水 道 の よ うな 自

立 的 な資 本形 態 と して 土 地 に合 体 さ れ た 資 本 」(K.Marx,GrundrissederKri-

tikderpolitischenOkonomie,Rohentwurf1857-1858,DietzVerla暫,1953,S.

578,高 木.幸二 郎 訳,第3分 冊,638ペ ー ジ)へ の注 目を 呼起 こ し(京 極 高 宜,

川 上則 道 「社 会資 本 の理 論 」 時 潮 社,1984年),さ.ら に,「 公 共投 資 の対 象 と な

る土地 資 本 」 を社 会 資 本 と して 把 握 しよ う とす る視 点 につ なが っ てい った 。 つ

ま り,土 地 へ の 固定 性 の 問 題 は,現 代 の 土 地 問 題 や 開発 利 益 との 関連 の なか で,

再 び取 上 げ られ る よ うに な り,土 地 資 本論 と社 会資 本論 の統 合 も試 み られ て い

る(山 田 良治 「開発 利 益 の 経 済 学 土 地 資 本 論 と社 会資 本 論 の 統 合一 」 日

本 経 済 評 論 社,]992年 〉。 これ らの 諸 研 究 は 日本 の公 共投 資 が もた ら した現 実
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的課 題 を解 決 す る うえで,大 き な役 割 を果 し,今 後 の イ ン.フラス トラク チ ャー

研 究 の基 礎 を形 成 して きた と言 え るで あ ろ う。

他 方,社 会 的 間接 費 本 論 の 国 際 的 な研 究 動 向 は1970年 にR.L.Freyが 「イ

ン フ ラ ス トラ クチ ャー」(Frey,R.L.,lnfrastrukutur,GrundlagenderPlanung

OffentlicherInvestionen,1970>と 題 す る 画 期 的 な 著 作 を公 表 し,玉 井 龍 象 が

この 文 献 を参 考 に しつ つ社 会資 本,公 共 財,イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー の概 念 上

の 区 別 を 明 確 に した(玉 井 龍象 「経 済 発 展 とイ ンフ ラ ス トラ クチ ャー」 都 留 重

人監 修 「新 しい 政 治 経 済 学 」 岩 波 書 店,1970年 参 照)。 玉 井 に よれ ば,イ ン フ

ラ ス トラ ク チ ャー概 念 は私 有 で あ る とか,国 有 で あ る とか,と い った 所 有 関係

の規 定 を行 な う以.前に社 会 の 共 通 の利 益 を 目的 と して整 備 され る もので,つ ぎ

の3つ の特 徴 を もつ 。

1)技 術 的特 徴,設 備 の 不 可 分性,長 い耐 用期 間,イ ン フ ラス トラ ク チ ャ ー

問 の相 互 依 存 関係,投 入 量 と利 用 との乖 離 の 可能 性

2)経 済 的特 徴,投 資 的 性 格 〔一 種 の 固定 資 本 形 成),顕 著 な外 部 効 果 と規

模 の 経 済,固 定 費 お よび総 費用 の割 合 の大 きい こ と,個 別 の財 の 選択 の場

合 の よ う な消 費 者 主催 の 欠如,排 除原 則 の活 用 の 不 可 能 性,投 資 の大 規 模

性 と リ ス クの 大 きな こ と

3)制 度 的特 徴,赤 字 体 質 の企 業 経 営,市 場 価 格 の 欠如,集 権 的企 業 経 営 へ

の傾 斜

そ して,そ れ らの具 体 的 内容 は,Freyに よれ ば,

① 交 通,② エ ネル ギ ー,水 な ど,③ 教 育,④ 研 究 ⑤ 健 康状 態,⑥ 治 水,

⑦ 文 化,ス ポ ー ツ,レ ク リエ ー シ ョ ン,⑧ 通常 の 国 家活 動 で あ る。

これ らの イ ンフ ラス トラ クチ ャー を彼 は狭 義 の イ ン フ ラ ス トラクチ ャー と広

義 の イ ン フ ラス トラク チ ャー に分 け る。狭 義 とい うの は,交 通 に お け る道 路,

港.線 路 な ど,ま た,エ ネ ルギ ー ・水 に お け る発 電 所,ダ ム,.水 道,教 育 にお

け る校 舎,研 究 に お け る研 究 施設,治 水 に お け る運 河,ダ ム,浄 水 場,文 化 な

どに お け る公 園,ス ポ ー ツ セ ン ター,コ ンサ ー トホ ー ル,国 家 活 動 にお け る庁
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舎,裁 判 所 な どで あ る。

こ れ に対 して広 義 とい うの は,交 通 に お け る狭 義 の イ ンフ ラ(道 路 な ど)と

乗 物,乗 務 員,交 通 警 察 官,運 営 維 持 費用,つ ま り,交 通 シス テ ム の運 営 を に

な う人 間 とそ の た め の 機 器 や 運営 費用 を 含 んで い る。 現 代 流 に言 え ば,広 義 の

イ ンフ ラ は固 定 資 本 と して の ハ ー ド部 分 とそれ ら を管 理 し運 営 す る ソ フ ト関連

の 人 的 要 素,機 器,維 持 費 用 な どの 結 合 され た もの で あ る。

そ して,彼 に よ れ ば,こ の結 合 物 は 「イ ンフ ラ生 産物 」 を企 業 と家 計 に供 給

して,企 業 に対 して は 「イ ンフ ラ生 産投 資 」 を行 な って,私 企 業 が用 い る 中 間

生 産 物 を提 供 し,家 計 に対 して は 「イ ン フ ラ消 費 投 資 」 を行 な って,家 計 に対

して.最終 生 産 物 を供 給 す る。例 え ば交 通 イ ンフ ラ は道 路 の 管 理 シ ス テ ム によ っ

て,企 業 や 家 計 に対 して 新 しい 地 域 へ の 移動 の可 能 性 に道 を拓 く,と い うサ ー

ビス のか た ちで 「イ ン フ ラ生 産 物 」 を供 給 し,企 業 へ の 「イ ンフ ラ生 産投 資 」

を行 な う とと もに,家 計 へ は新 しい 道 路 で ドライ ブ を楽 しむ,と い った 「イ ン

フ ラ消 費 投 資 」 を行 ない,家 計 の た め の 最終 生 産物 を供 給 す るの で あ る。

Freyは,重 商 主 義 や ア ダ ム ・ス ミス,F.リ ス トら が イ ン フ ラ ス トラ ク

チ ャー を どの よ う に位 置付 けた か を概 観 して い るが,イ ンフ ラの 機 能 の認 識 に

お い て,重 商 主 義 は.イン フ ラの 管理 に よ る国庫 へ の収 入 の増 加 を評価 し,ス ミ

ス は資 本 主 義 の 初 期 の段 階 で は イ ン フ ラの公 的管 理 の 必 要 を認 め つつ も,民 間

に資 本 が 蓄 積 され た な らば,私 的資 本 に委 ね るべ きこ とを主 張 し,リ ス トは先

発 国 との 競 争 が続 く限 りは,イ ンフ ラの公 的 管 理 に よ る経 済発 展 を展 望 した 。

この 経 過 か ら明 らか な こ とは,イ ン フラ の整 備 にあ た って は,公,私 両 部 門の

協 力 や 分 担 や調 整 が不 可 欠 な こ とで あ って,イ ン フ ラス トラ クチ ャー とい う概

念 は私 的 資 本 の活 動 とは基 本 的 に区 別 を され て い る とい う こ とで あ った。 しか

も,彼 の 分類 した イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー の 内 容 は,従 来 の 国家 論 で 言 えば,

「社 会 の 共 同 業務 」 と呼 ぶ の に相 応 しい もの て あ って,社 会 の共 同業 務 の うち

で も,私 的資 本 に任 せ うる もの や 公益.企業 な どの公 共 的統 制 ドにお け る もの も

あれ ば,法 の 制定 や行 政,司 法 の よ うに私 的資 本 に は任 せ え ない もの もあ る こ

.

…
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とが わ か る。 従 って,こ の点 に注 目 して行 けば,イ ンフ ラ ズ トラ クチ ャー の研

究 は一 方 で は,私 企 業 や 家計 の活 動 に基 盤 を提 供 し,社 会 が 共通 に必 要 とす る

業 務 の研 究 で あ るが,他 方 で は,社 会 の共 同 業務 の相 互 の 関係 を研 究 す る研 究

領 域 で もあ る。

前者 を 開発 論 的 な ア プ ロー チ,後 者 を 国家 論 的 な ア プ ロ ーチ と定 義 した うえ

で,両 者 の 総 合化 の うえで イ ンフ ラス トラ クチ ャー 論 を展 開 す れ ば,そ こに は

何 が 見 えて くる のか,を 考 え て見 た い 。

この よ う な問題 関心 は,従 来,筆 者 が 研 究 して きた 国 家 独 占 資 本 主 義 論 に お

け る資 本 蓄 積 の 進 展 と官僚 機 構 の成 長 との法 則 的 な関 連 性 の 問 題 を イ ン フ ラス

トラ ク チ ャ ー研 究 を 素 材 と して 改 め て 論 証 す る こ と と関 連 して い る(池 上 惇

「国家 独 占資 本 主 義論 論 争 」 青 木 書 店,1977年,第 三 章,W,資 本 蓄 積 と官 僚

機 構 の相 互 関連 説,参 照 〉。 この研 究 領 域 は社 会 の共 同 業 務 が 資 本 の蓄 積 と と

も に,住 民や 納 税 者 に と って の 「疎 外 体 」 に転 化 して 行 く過程 に 注 目 して,国

家 的独 占 の シス テ ムが 成 長 して 行 くこ と を論 証 しよ う とす る もので あ るが,イ

ン フ ラス トラクチ ャー を社 会 の 共 同 の 業 務 と して位 置 付 け た と き,共 同業 務 の

あ る ものが 私 的 資 本 の 蓄 積 とそ の 活 動 の た め の需 要 に応 じて,憲 法 的 ル ー ル を

空 洞 化 しつ つ 私 的 資 本 の 活 動 に 組 み 込 ま れ て ゆ く過 程 を考 察 す る。

この課 題 を 達 成 す るに は,イ ンフ ラス トラ ク チ ャー の概 念 の 形 成 過 程 を踏 ま

えつ つ,社 会 資 本 な どの 概 念 との 共通 性 や 差 異 を解 明 して,「 イ ン フラ ス トラ

クチ ャー の 資 本 化 」過 程 を理 論 的 に検 討 す る こ とが 必 要 とな る。

ま た,イ ンフ ラス トラ クチ ャー の 概 念 は,従 来,「 公 共 投 資 に よ る固 定 資 本

形 成 」 とい う形 で 把 握 され る こ とが 多 か った 。 これ に 対 して本 稿 で は,社 会 の

共 同 業務 の根 本 に法 や 人 権 ルー ル を位 置 付 け る とい う国家 論 の基 本 に立 返 って,

イ ンフ ラ ス トラ ク チ ャ ー を,法 や 憲 法 とい う入権 や 民 主 主 義 と不 可 分 な概 念 と

して把 握 し,交 通 や エ ネ ルギ ー な ど と法 の 関係 に も注 目 しつ つ,イ ンフ ラス ト

ラ ク チ ャ ー概 念 を政 治 と経 済 の接 点 に たつ キ ー ワ ー ド と して 位 置付 けを試 み て

い る。
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こ の よ うな視 点 か らの 分析 や概 念 の検 討 は,政 治 と経 済 の 相 互 関 係 に関 す る

従 来 の研 究 成 果 を基礎 と して お り,同 時 に 国家 と経 済 の 関 係 を論 じる にあ た っ

て官 僚 機構 の 問題 を度外 視 し国家 を資 本 蓄 積 促 進 の た め の 抽 象 的 な 主 体 に して

しま う従 来 の政 治経 済学 に対 す る批 判 を含 んで い る。 また,当 然 の こ とで あ る

が,経 済 の情 報 化 や ソ フ ト化 の 進 展 過 程 に よ って 土 地 や 環境 の 固有 性 に 関す る

認 識 が 深 ま り,国 家 の 地 域 支 配 や 地 方 自治 との 矛 盾 の拡 大 な どの側 面 が.認.識さ

れ る に至 った こ と を も含 意 して い る 。

そ して,現 代 経 済 学 の 動 向 と して は,J.M,ブ キ ャナ ン らが 展 開 した 政 治 経

済学 の新 しい方 向が,い わ ゆ る 「立 憲 主 義 の経 済 学 」 を提 起 して きた こ と,さ

ら に は,A.セ ン らが 経 済 学 に お け る機 能 主 義 な ア プ ロー チ や 潜 在 能 力 ア プ

ロー チ を提 起 して きて,イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー に 対 す る住 民 の ニ ー ズ の もつ

意 味 が 具 体 的 に把 握 し うる よ う にな った こ と と も密 接 に 関連 して い る。

11社 会的生産手段 と共同的消費手段の整備における公正と正義のルール

従 来 の 社 会 資 本研 究 は,資 本 活動 に取 っ て の共 通 の社 会 的 な基 盤 の 意 味 を吟

味 し,私 的 な 資 本 活 動 に とっ て の社 会 的 な 共通 の基 盤 を,社 会 的 生 産 手段 や 共

同 的 消 費 手段 の概 念 に よ っ て,把 握 して き た。 同時 に,こ の よ う な ア プ ロー チ

は,当 然 の 結 果 と して,こ れ らの諸 手段 の整 備 は国 家 の,ど の よ うな機 能 に基

づ い て行 な わ れ る か を 問題 にせ ざ る を得 なか った 。 例 えば,社 会 の 共 同業 務 と

して エ ネ ル ギ ーや 交 通 手 段 の整 備 の必 要 が あ る とす れ ば,諸 資 本 の 共 同 の委 員

会 と して の 国家 が,私 的 資 本 活 動 に共 通 の,あ るい は特 別 の便 宜 を提 供 す る過

程 と して イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー の 整 備 を把 握 す るの で あ る。 同時 に,こ の よ

うな分 析 は,国 家 が 資 本 家 の 委 員 会 と して の 側 面 を もつ と して も,同 時 に民 主

主 義 的 な法 や 憲 法 に よ る規 制 を受 けざ るを え な い とい う側 面 を検 討 せ ざ る を得

な くな る。 この 側 面 を検 討 して行 く と,法 や 憲 法 と言 う人権 ルー ル 自体 が,イ

ンフ ラ ス トラ クチ ャー で は な い の か,と い う問 題 が 発生 して くる。

憲 法 や 法 制 度 そ の もの を 社 会 的 間 接 資 本 で あ る と指 摘 した の は,1958年 に
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「経 済 発 展 の 戦 略 」 を公 表 したA.0.ハ ー シ ュマ ンで あ った 。

彼 は,直 接 的 生 産資 本 と社 会 的 間接 資 本 の 関 連 や 相 互作 用 を重 視 した ので,

エ ネ ル ギー や 交通 な どの ハ ー ドな社.会的 間接 資 本 と と もに,法 制 度,銀 行 制 度

な どの ソ フ トな社 会 的 間接 資 本 を も検 討 した ので あ る。(A、0、Hirshman,The

StrategyofEconomicDevelopment,1958.)ま た,1982年 に,キ ング ス ポ ー ト

版 の 経 済 学 百 科 辞 典 で,「 イ ン フ ラ.ス トラ ク チ ャー」 の 項 目 を 執 筆 したB.S.

Katzは,イ ン フ ラ ス トラク チ ャー を社 会 的 間接 資 本 と同 義 語 で あ る と した 上

で,こ の 概 念 は,第2次 大 戦 後,北 大 西 洋 条 約 機構 が設 立 さ れ た と き,加 盟 国

の戦 略 的 な調 整 さ れ た 行動 の た め の各 国 の共 通 の 法 制 度,財 政,金 融制 度,交

通 シ ス テ ム,エ ネ ル ギ ー供 給 シス テ ム,教 育制 度,福 祉 制 度 な どの 総 合 的 な調

整 の た め に必 要 と され た 概 念 で あ った こ とが 示唆 され てい る。

日本 の研 究 者 で は,社 会 資 本研 究 の古 典 で あ る宮 本 憲 一 「社 会 資 本 論 」 有斐

閤,1967年 初 版 を は じめ,多 くの研 究 は,法 制度 な どを社 会 資 本 の 経 済 学 的 な

定 義 か ら 除外 して い る。 これ らは,社.会 資 本研 究 の対 象 を厳 密 に経 済 学 的 な範

疇,と くに生 産 手 段 や 消 費 手段 な どの分 析 に 限定 した結 果 で あ るか ら,社 会資

本 の経 済 学 的 研 究 と して は当 然 の結 論 で あ ろ う。 例 外 は,社 会 的 共 通 資 本 と し

て.インフ ラ ス トラ クチ ャー を把 握 した,宇 沢 弘文 編 「社 会 的共 通 資 本 の 政 治経

済 学 」(大 学 書 林,1991年.)が,法 シ ス テ ム な どを 「制 度 資 本 」 と して,位 置

付 け て い る こ とで あ る。

この よ う な 視 点 は,正 義 や 人 権 の 内 容 に ま で 立 人 っ て イ ン フ ラ ス トラ ク

チ ャー の概.念を見 直 す 必 要 性 を提 起 す る。18世 紀 後 半 以 降,ア ダム ・ス ミス に

代 表 され る公 正 の 内容 と予 算 の 評 価 基準 は,自 然 的存 在 と して の個 人 の 生 命 や

財 産 の絶 対'的な 自立 性 を基 礎 と して い た 。 そ こで は,公 正 とは個 人 の安 全 と清

潔 を憲 法 的 な ル ー ル に よ って 保 障 す る こ とで あ り,こ の基 礎 の上 で,人 々は経

済 上 の 白 山競 争 に よ っ て,労 働 し財 産 を 形成 し人 間 の 自立 を 図 る。.この 場 合,

財 政 上 の公 正 は,個 々 人 の職 業 の 選 択 や 営 業 の 自由 を妨 害 しな い課 税,自 由 な

経 済 活動 を促 進 して安 全 と清 潔 を保 障 し う る予算 が 「安 価 な政 府 」 と して,支
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持 され た。

だ が1920年 代 以 来,生 存 権 の 確 立 が 憲 法 的 な 合 意 と な つ で 以 来 ,憲 法 的

ル ー ル は,自 然 権 を前 提 しつ つ,市 民 が 課税 や 予算 へ 同意 す る場 合 に は
,公 正

さ とい う評価 基準 に 「文 化 的 に して最 低 限度 の生 活 水 準 の 保 障 」 を追 加 した 。

現 代 の 正 義 論(例 え ばJ.ロ ー ル ズの それ)は,第1に 個 人 の生 命 活 動 や 個 性

の尊 重 を挙 げ,第2に,社 会 の 最 も劣 悪 な経 済状 態 に あ る ものへ の優 先 的 な所

得 再 分 配 な ど の措 置 を正 義 に適 う もの と看 做 して い る。

こ の よ うな正 義 の 原 則 にか な った社 会 の共 通 の利 益 を表 現 す る イ ンフ ラス ト

ラ ク チ ャ ー は,資 本 の 共 通 の利 益 を 守 る もので あ る よ りは,社 会の 構 成 者 の 共

通 の利 益 を実 現 す る もの と して 定義 し う る。

そ して,そ の.ヒにた って,社 会 の 共通 の利 益 が 資 本 や 国 家 に よ って ,私 的 な

もの に転 化 され,官 僚 制 や 国家 独 占資 本 主 義 が 発 展 して,人 権 ルー ル との 矛盾

が 拡 大 す る と考 え るの が妥 当で は な いで あ ろ うか 。

この よ うな視 点 か ら イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー概 念 を整 理 してみ る と,次 の 様

な順 序 と分 類 の方 法 が 考 え られ る。

D憲 法 イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー,契 約 を通 じて水 平 的 正 義 と垂 直 的 正 義 を

実 現 しう る成文 法,憲 法 に も とつ く法 シ ス テ ム。 租 税 システ ムは 憲 法 イ ン

フ ラの.一.部で あ る。

2)情 報 イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャー,科 学 と芸 術 文 化 を基 礎 に コ ミュ ニ ケ ー

シ ョ ン と意 思 決 定 の た め の 知 的 資 産 を つ く りだ す情 報 ス トック 開発 シ ス テ

ム0

3)貨 幣 ・金 融 イ ン フ ラス トラ クチ ャー,と くに 中央 銀 行 制 度 ,信 用 制 度 。

4)経 済 イ ン フ ラス トラ クチ ャー,交 通 ・通 信 ・エ ネ ル ギ ー供 給 を担 う経 済

開 発 シス テ ム。

5)社 会 イ ンフ ラ ス トラ ク チ ャ ー,健 康,教 育,福 祉 の発 展 を担 う社 会 開.発

シス テ ム。

6)土 地 ・環 境.イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー,入 間 と 自然 の交 流 を調 整 して両 者

冠
.
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の共 存 を保 障 す る地 域 開 発 システ ム。

7)文 化 イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャー」 芸 術 文 化 の 創 造 と享 受 の機 会,レ ク リ

エ ー シ ョン,ス ポ ー ツな どの 文 化 開 発 シス テ ム 。

この分 類 を フ ライ のそ れ と比 較 して み る とそ の特 徴 は,憲 法 イ ンフ ラ にす べ

て の イ ン フ ラの 共 通 の 基 礎 と して の 位 置 を 与 え て い る こ と,情 報 と コ ミ ュニ

ケ ー シ ョ ン,貨 幣 ・金 融 イ ン フラ に注 目 して い る こ とで あ る。 そ して,そ れ ぞ

れ の イ ンフ ラを 開 発 シス テ ム と して共 通 の特 徴 を与 え,開 発 シ ス テ ム と して の

一 体 性 を表 現 しよ うと して い る こ とで あ る
。 フ ライ も指 摘 す る よ う に,イ ン フ

ラの整 備 は相 互 に密 接 に関 連 し合 い 一 種 の 相 互依 存 シ ス テ ム を形 成 して い て,

この特 徴 は住 民 の ニ ー ズや 企 業 の 需 要 に応 え て イ ン フ ラを整 備 しよ う とす る と

き,大 きな 影響 を与 え る。

IIIイ ン フ ラス トラ クチ ャー の 資 本化 と,そ の制 御 の 条 件

憲法的ルールが存在するにも関わらず,公 共的意思決定が行なわれる場合,

.公共部門が公平 ・中立なものではなくて,私 的利害によって個別化され,利 権

化されうる過程を説明しうるのは官僚機構の発展の理論である。この理論は住

民のニーズや私企業の活動の必要性に応えて公共部門がインフラを整備 しよう

とするとき,民 間の団体やグループが結成され,圧 力団体が形成されて行政の

対応を迫って行 く過程をまず問題にする。

この過程は,市 民革命が達成 した個人の平等や機会の均等の理念 とそれにも

とづいた憲法ルールに対 して,公 権力を媒介とした大規模私有者の特権の合法

化を実現すると言 う性格を持っている。多 くの国や地域における近代化の経験

は,選 挙制度の不備やスポイルズ ・システムを通じて,開 発情報を独占し,金

融制度を活用 して経済権力をにぎった集団が上地 ・環境インフラを公権力の活

用によって収用 し,あ るいは,.町'村などの合併によって公権力を集中 し,こ れ

を経済インフラの基盤に転化する,と いう形をとって進行 した。土地を収用し

町村を監督する業務は政府の官僚機構を膨張させ,成 長する官僚機構は圧力団
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体を顧客として閉鎖的な組織をつ くり,同 時に分業と管理の原理を応用 してヒ

エラルキーを造 り上げる。

また,独 占段階への移行においては,交 通インフラを大鉄道資.本が個別的利

益の実現のために資本化し,鉄 道債券の市場開発による証券市場の投機的拡大,

鉄鋼や石炭の産業開発,輸 送を独占し地価を高騰させる地域支配の拡大 という

3つ の方向に展開した。フランチャイズ ・システムは政府や自治体の認可や監

督の業務を拡大し,科 学的管理法を行政に導入して官僚機構を成長させる。

相互依存の関係にあるインフラス トラクチャーは,多 くは土地行政における

分化,個 別化,利 権化によって,各 分野の均衡が破られ,ま た,各 分野にそれ

ぞれ圧力団体が発生 して,イ ンフラの分断が始る。例えば,交 通の分野では,

交通資本の私的資本 としての発展につれて,監 督や認可の行政機構が成長し,

私的資本を補完する公営鉄道も現れる。それによって金融.市場が拡大すればそ

こにも監督官庁が成長 し,鉄 鋼や石炭の市場が拡大すれば,そ こには通商や産

業振興のための官庁が成長している。これらに対 して圧力団体も弱 く,ニ ーズ

が切実で も経済力や団結力に乏しい領域でのインフラ整備は立後れる。上地と

金融に関連 した資本が急成長 し,行 政機構 も発展する。

このような資本蓄積と官僚機構の相互関係の理論を前提として,現 実に特権

や独占の強化が進行するとすれば,こ の場合には 「インフラス トラクチャーの

資本化」の概念を提起 しうるであろう。「社会資本」 とい う表現 も,社 会の共

通の利益をになうはずの人権ルールが空洞化されて,特 権を正当化する機構の

支援システムに転換されることを理論化 したものとみることができよう。

そして,こ のように,個 別化され,利 権の対象にされた社会資本を本来のイ

ンフラス トラクチャーに転換するには,人 権ルールを実質化する市民や納税者

の主体の形成が必要である.、

このような主体形成論には,A.セ ンの機構アプローチの方法を適用 して潜

在能力に機会を提供するルールの合意や意思決定の過程を解明する必要がある

し,池 上が試みたように,生 存権の確立を前提として,他 人の生き方や個性か
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ら学 習 しう る に は,「 個 人 の 個 性 や 地 域 社 会 の 個性 で あ る 固有 価 値 を活 か した

設計 の ノーハ ウ」 を育 て 蓄 積 し,継 承 しうる社 会 制 度 の確 立 の 方 向 を考 え る こ

と もで きよ う。 ここで は,憲 法 的 ルー ル は,自 然 権,社 会 権 と と も に 「い きが

い を追 求 し実 現 す る権 利 」 や 「自己 実現 を 追 求 す る権 利 」 を規 定 す る。 これ ら

は新 社 会 権 と呼 ぶ こ と もで きよ う。 新 社 会権 を実 現 し う る予 算 過程 と予 算 案 は,

新 社 会権 を 規 定 した 憲 法 的 ル ー ル(憲 法 イ ン フ ラ ス トラ クチ ャー)を 基 礎 に,

憲 法 を 生 活 の な か に 生 かす た め の 「情 報 ・金 融 ・経 済 ・社 会 ・環境 ・文 化 イ ン

フ ラス トラ クチ ャー」 と,こ れ ら の公 共 サ ー ビ ス を支 え る 「租 税 イ ン フ ラス ト

ラ クチ ャー 」 に よ って 構 成 さ れ る こ とに な る。(「財 政 学 」 参 照 〉

IV社 会進化 と学習理論

この よ うに考 え て 見 る と,公 共 的 意思 決定 の過 程 は,市 民 や 納 税 者 が 過 去 の

成 功 や 失 敗 の 経験 に 学 びつ つ,社 会 的最 低 限 の保 障 と相 互 の 学 習 の 条件 を合 意

に よ って つ く りあ げ る学 習 過 程 で あ る。

当 然 の こ とで あ るが,税 を徴 収 し公 共 サ ー ビス を供 給 す る議 会 ・政 府 の関 係

者 と,一 般 の納 税 者 と の 問 に 予算 の 費用 と便益 に 関 す る情 報 の ギ ャ ップが 大 き

い状 況 の 下で,納 税 者 が 過 去 の 予 算 の 実 行 に よ って 明 か とな っ た成 功 や 失 敗 の

事 例 か ら学 習 す るの に,時 間 と費 用 が必 要で あ る。 こ の時 間 と情 報 へ の ア クセ

ス権 を ど の よ う に社 会 が 保 障 す るか が 問 わ れ るで あ ろ う。 つ ま り,ル ー ルが有

効 に機 能 す る に は,情 報 へ の ア クセ ス権 の社 会 的 な保 障 の ため の 制 度 や情 報 の

蓄 積,蓄 積 され た 情 報 へ の ア クセ ス の た め の ネ ッ トワ ー ク な どが必 要 で あ る。

これ ら も また,法 や 憲 法 的 ル ー ル と と もに イ ンフ ラス トラ クチ ャー の ソ フ トな

側 面 を形 成 し,し か も,法 な ど と同様 に ハ ー ドの あ りか た まで を も規 定 す る よ

う な重 要 性 を持 つ こ とに な る。

学 習 過 程 と意思 決 定 につ い て,経 済 学 は公 共 的 意 思 決 定 の前 提 とな る過 去 の

情 報 の 蓄積 や この よ うな情 報 デ ー タベ ー スへ の ア クセ スの シス テ ム を構 想 し,

こ の よ うな構 想 の 為 の 「公 共 的 意 思 決:定の科 学」 また は,「 学 習 理 論 」 を 確 立
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しな けれ ば な らな い 。 残 念 な が ら,こ の領 域 で は,ル ー ル を設 定 した うえ で の

ゲ ー ム の理 論 の 試 み は あ る もの の,過 去 の記 憶 や 情 報 通 信 シ.ステ ム まで を 視野

にい れ た 学 習 理 論 は 未 確 立 で あ る 。 今後,社 会進 化 論 の なか に学 習 理 論 を 導 入

したK.E.ボ ー ル デ ィ ングの 業 績 な ど,社 会 進 化 の 経 済 学 を 基礎 に総 合 的 な検

討 を試 み た い 。
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